
 

    ３－１９ 

集団規定 
高度地区 

法第 58条 

最低限度高度地区のただし書きに準ずる取り扱い 

 

最低限度高度地区における、パラペットによる高さ制限の緩和については以下のよう

に取り扱う。 

◆ 原則として外壁を四周とも 7m以上に立ち上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ただし、幹線道路の反対側の面については、建物管理の都合上に限り開口部を設け

てもよいものとする。 
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